
　県では、農業機械などによる事故を防止するため、４～５月を重点期間

として「春の農作業安全運動」を実施しています。

　中南管内における平成３０年の農作業事故件数は５件で、すべてりん

ご園での作業中に発生しています。

　農作業が本格化する春は､事故が起こりやすくなります。農作業

には常に危険性が伴うことを認識し「焦らず、急がず、慎重に！」

を心がけ、安全に作業を行いましょう。

■問い合わせ先　中南地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 ☎３３－２９０３

展示・体験会の様子

「スマート農業について」講演会の様子

　市農業委員会では、１月３１日に

「新規参入の促進を考える」をテーマ

に岩木文化センターあそべーるで、シ

ンポジウムを開催しました。

　シンポジウムには、当市の農業委

員・最適化推進委員をはじめ黒石市、

西目屋村の農業委員らも参加し、全国

農業会議所新規就農・人材対策部の黒

谷部長が、新規就農の現状と農業委員

会活動と題して講演があり、全国的な

状況や成功事例など話され、今後の活

動に役立つ研修となりました。

「りんご産業イノベーションセミナー」を開催

～農作業は焦らず、急がず、慎重に！～
「春の農作業安全運動」実施中！！

農業委員会シンポジウム開催

～りんご産業におけるスマート農業の可能性～

　スマート農業とは、人口減少、高齢化が深刻化する中、情報通信技術

（ＩＣＴ）やロボット技術を活用することで従来よりも省力化や効率化

が期待される農業のことで、近年注目が集まっています。

　当日は、りんご生産者や関係団体ら約１５０名の参加者があり、次の

３つの講演がありました。

・スマート農業の実現に向けて／農林水産省大臣官房政策課 角張徹氏

・果樹の産地力と個別経営強化に資するスマート農業／農業データ連携基盤協議会普及戦略担当ディレクター 末澤克彦氏

・データ活用・連携で見えてくる農業の未来／慶應義塾大学環境情報学部教授 神成淳司氏

　末澤氏の講演では、果樹栽培へのスマート農業の導入事例の紹介があり、

ＩＣＴを活用した場合としない場合のせん定技術の習熟度の違いなどを交え

てお話いただき、生産現場目線でのお話に会場の注目度が高まりました。

　また、会場の外では環境計測機器の展示やアシストスーツの体験会を実施

し、スマート農業の一例を体験することができました。

　参加した方からは「まだまだ先のことだと思っていたが、技術がすぐそこ

まで来ていると感じた。」、「自分にもできそうなイメージがわいた。」といっ

た意見があり、スマート農業の現状と展望について会場の皆で共有すること

ができました。

　市は、２月４日岩木文化センターあそべーるにおいて「りんご産業

イノベーションセミナー～りんご産業におけるスマート農業の可能性

～」を開催しました。

・作業に出かけるときは、家族に場所と内容を伝える。

・長時間の連続作業を避けて、必ず作業の合間に充分な休憩を取る。

・ほ場への出入りや傾斜地では、周りの状況をよく確認して転落・転倒に注意する。

・脚立などを使用する時は、安定した場所に設置し、体の安定を保って作業を行う。

・機械の調整・点検、詰まり除去時はエンジンを停止する。また､服装を整え、機械

に巻き込まれないように注意する。

◇表紙のロゴマークは、「弘前市誕生１３０周年」記念ロゴマークです。

脚立を
しっかり固定！



　農薬散布時には、周辺の他作物や、一般住

宅、学校などに飛散しないよう、風の向きや

強さ、散布の時間帯に細心の注意を払いま

しょう。

　また、近くの住民や農家へ、

散布日時、使用する農薬など

について、時間的余裕をもっ

て、立看板や直接連絡による

十分な周知を行いましょう。

　近隣に、学校・通学路がある場合は、学校や

保護者などにも連絡しましょう。

　防除暦に定められた散布時期、回数、薬剤の

種類や使用方法などをしっかり守りましょう。

■問い合わせ先　りんご課生産振興係

　　　　　　　　☎４０－７１０５

　平成３０年度に県から、ＶｉＣ・

ウーマンに認定された本市の農業者

を紹介します。

　特色ある地域農業の振興と活性化

に取り組む女性農業者として、今後

一層の活躍が期

待されます。

　今回の認定者

を含め、本市の

ＶｉＣ・ウーマ

ンは２４人とな

ります。

◆研修内容　りんご病害虫の発生予察から防除までの基礎

　知識及び応用技術など。

◆研修期間　６月～翌年３月

◆募集人員　１５人（性別は問いません）

◆応募資格　おおむね３０歳から４５歳のりんご栽培に従事している方で、

　将来とも自立経営を目指す方及び全日程出席できる方。

　※県外研修などには自己負担を伴います。

◆申し込みについて　青森県りんご協会地区支会長にご相談のうえ、地区支

　会長の推薦をもって申し込みとなります。

◆申込締切　５月７日（火）

　※１．応募多数の場合は選考となります。

　※２．りんご共済または収入保険に加入していることが、応募の必須要件と

　　　なりますので、加入していることが分かるもの（領収証または加入証明

　　　書など）を提出してください。

■問い合わせ・申込先　りんご課生産振興係（市役所前川本館３階）

　　　　　　　　　　　☎４０－７１０５

農業経営士・青年農業士紹介 ＶｉＣ・ウーマン紹介
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　平成３０年度に県から、農業経営士・青年農業士に認定された本市の農業者４人を

紹介します。

　地域農業の推進役として、今後一層の活躍が期待されます。今回の認定者を含め、

本市の農業経営士は１４人、青年農業士は２２人となります。

對馬 　一
（乳 井）

笹谷 哲人
（桜 庭）

三上 匡貴
（富士見町）

成田 英謙
（乳 井）

農業経営士 青年農業士

山本 米子
（五 代）

農作業支援雇用対策事業 （スマイルアップ・ルモデル事業）

　市では、市内在住のりんご農家が人手不足解消のため、新

規に作業員を雇用した場合に、その研修期間に要する賃金に

対して補助事業を実施します。所定の書類が必要ですので、

活用をお考えの方はご連絡ください。

◆条件

　・新規作業員は満７０歳以下であること。

　・無料職業紹介所（ハローワークなど）を通して雇用する

　　こと。

　・青森県最低賃金額を下回らないこと。

　　（４月１日現在、１時間あたり７６２円。毎年１０月頃

　　に改正されますので、ご留意ください。）

　※これまでにこの事業を活用して雇用した作業員は対象に

　　なりません。

◆補助対象経費

　摘果・袋掛け・袋はぎ・葉取り玉回し・収穫の５作業につ

　いて、各最大５日間までの研修期間中の賃金。交通費を除く。

◆補助金額

　２分の１以内（上限は３，０００円／日）

◆雇用終了後に用意するもの

　領収書（押印のあるもの）、紹介状、通帳、印鑑

　※所定の書類に作業月日などを記入していただきます。

　※作業員の生年月日と住所を確認してください。

　※作業員の住所が市外の場合は、運転免許証または健康保

　　険証などの写しも必要です。

■問い合わせ先　りんご課生産振興係（市役所前川本館３階）

　　　　　　　　☎４０－７１０５

◎りんご農家の方へ

　無料職業紹介所に求人登録をしてください。

◎りんご農家で働いてみたい方へ

　無料職業紹介所に求職者登録をしてください。

※雇用を開始する前に無料職業紹介所への登録をしていても、

　紹介所を通さず直接雇用した場合は補助の対象になりません。

りんご病害虫マスター研修生募集
りんご園の農薬使用について



　農業経営者などの労働力確保を目的と

する住宅の修繕や、園地などへの簡易

トイレ設置に係る経費を支援します。

◆対象者

　経営面積が１㌶以上の個人農業者、農地所有適格

法人、農業協同組合のいずれかであり、雇用者や研

修生の確保を目的として、住宅などを修繕または改

修して３年以上利用する方、または園地などへ簡易

トイレを設置する方。

◆補助金額

（１）住宅などの修繕または改修に係る経費の３分

　　の１、または５０万円のいずれか少ない額

（２）簡易トイレ購入に係る経費の２分の１、また

　　は１０万円のいずれか少ない額

◆応募受付などについて

　４月２６日（金）までに次の書類を提出ください。

（１）は修繕などに係る見積書

（２）は購入金額が分かる書類と、印章（認印可）

　　を持って、市役所農政課までお越しください。

　　　なお、応募総額が予算額を上回る場合は、抽選

　　となる場合があります。

■問い合わせ先　農政課計画推進係（市役所前川本

　　　　　　　　館３階）☎４０－０６５６

農 業 ひ ろ さ き （３）第１５８号２０１９年（平成３１年）４月１日

りんご黒星病対策事業

「
農
地
中
間
管
理
事
業
」
農
地
の
集
約
化
・
規
模
拡
大
を
支
援
し
ま
す
！

農
地
の
受
け
手
・
出
し
手
募
集
中
！
詳
し
く
は
農
政
課
ま
で

平成３１年度農地賃借料情報
■問い合わせ先　農業委員会農地係（市役所前川本館３階）
　　　　　　　　☎４０－７１０４

　農地の賃貸借契約を締結する場合の目安にしてもらうた
め、農業委員会では、平成３０年１月から平成３０年１２
月までの賃貸借契約における市内の水田や樹園地などの賃
借料を集計した参考賃借料情報を提供します。
～ 農地の賃借料を決める際にご活用ください。～

１　田（水稲）、樹園地の部

参　考　地　区 区　分
実績面積

（㌃）

す べ て の 賃 貸 借

件　数
（件）

左のうち、賃借料が
金銭以外の件数（件）

賃借料平均額
（１０㌃当たり）（円）

最 低 額〜最 高 額
　　　　　　　（円）

水稲複合型地区
（和徳・豊田・堀越・藤代・大浦）

田（水稲） 1,807 34 16 12,600 5,000〜17,900
樹園地 − − − − −

果樹主作型地区
（清水・千年・裾野・相馬）

田（水稲） 1,449 27 8 9,900 5,000〜21,800
樹園地 1,737 26 3 8,100 2,000〜18,200

果樹複合型Ⅰ地区
（弘前・東目屋・新和・船沢・岩木）

田（水稲） 2,408 47 38 15,900 6,900〜29,600
樹園地 844 14 − 8,000 1,100〜12,200

果樹複合型Ⅱ地区
（高杉・石川・駒越）

田（水稲） 1,928 44 27 13,700 5,600〜23,400
樹園地 1,115 16 2 8,900 2,000〜15,000

弘前市全域の合計及び平均
田（水稲） 7,592 152 89 13,000
樹園地 3,696 56 5 8,300

※今年度から区割りが変更となりました。

２　畑（普通野菜・花き等）の部

参　考　地　区
実績面積

（㌃）

す べ て の 賃 貸 借

件　数
（件）

左のうち、賃借料が
金銭以外の件数（件）

賃借料平均額
（１０㌃当たり）（円）

最 低 額〜最 高 額
　　　　　　　（円）

弘前市全域 1,842 26 − 7,500 2,000〜11,300

※上記の表は、平成３０年１月から１２月までの１年間に結ばれた賃貸借契約について集計を行い、参考賃借料として示したものです。
※平均額には、金銭以外で賃借料を支払ったものも金額換算して算入しています。
※各金額欄は、１００円未満を四捨五入しています。
※金銭以外での支払いは、田が米で、樹園地はりんごが主なものとなっています。
※水稲複合型地区の樹園地は、集計の対象となる賃貸借契約がありませんでしたので、近隣地区または市内全域を参考にしてください。

　市では、りんご黒星病などのまん延を防止するため、次の２事業を

実施します。

◎【りんご黒星病耕種的防除対策事業】 新規事業

　落葉処理や黒星病の被害葉・被害果の処理に要する経費に対して

補助します。

◆対象者　農家、農家で構成された２戸以上の団体、農地所有適格

　　　　法人

◆補助対象経費　人件費（無料職業紹介所等＜ハローワーク・ＪＡ

　　　　　　　など＞を通して雇用した紹介状が必要です）、機材

　　　　　　　リース費、腐熟促進剤（例：消石灰、石灰窒素）購

　　　　　　　入費、業者または他者に作業を依頼する費用

◆補助率　１／２（面積に応じ上限あり）

　　　  　例）２㌶未満のりんご畑…上限５０，０００円

◎【りんご放任園緊急対策交付金】 継続事業

　園主の同意を得た放任園の放任樹の伐採、伐根及び撤去を行う地

域の団体に対して交付金を交付します。

◆対象者　組織及び運営に関する規約などがある団体

◆交付金額　下記①と②を合計した金額

　　　　　　　①放任園調査交渉経費…１５，０００円

　　　　　　　②放任樹伐採等経費…４４，６８３円／１０㌃

　　　　　　（園地の放任樹本数により金額が変更になる場合があり

　　　　　　　ます。）

■問い合わせ先　りんご課生産振興係（市役所前川本館３階）

　　　　　　　　☎４０－７１０５

農業労働力雇用　
環境整備支援事業



健　診　名 対　　　象 料　　　　　金 実施期間

国 保 特 定 健 診 ・
後 期 高 齢 者 の 健 診

国民健康保険に加入している４０歳
以上の人または後期高齢者医療制度
に加入している人

無　料（健診には約１万円の費用がかか
りますが、受診券を使用することで年度
内１回に限り、無料で受診できます）

４月２５日～
翌年３月１５日

国 保 人 間 ド ッ ク
次のいずれにも該当する人

〇国民健康保険に加入している４０
歳以上の人

〇国民健康保険料の滞納が無い世帯
の人

４，０００円（年度内１回。国保特定健診
が含まれ、同時受診となります。また、
検診内容や年齢により自己負担額が増減
することがあります）

４月１５日～
翌年３月１５日

※４月１日から予約を
　受け付けます。

国 保 脳 ド ッ ク
５，０００円（年度内１回。国保特定健診
または国保人間ドックとは別に受診でき
ます）

通　年

後 期 高 齢 者
の 歯 科 健 診

後期高齢者医療制度に加入してい
る人

無　料（年度内１回。受診券はありませ
んので、被保険者証を持参してください）

５月１日～
翌年３月３１日

■ 問 い 合 わ せ 先

・【国保特定健診・国保人間ドック・国保脳ドック】

　　 国保年金課国保健康事業係　☎３５－１１１６

・【後期高齢者の健診・後期高齢者の歯科健診】

　　 国保年金課後期高齢者医療係　☎４０－７０４６

農 業 ひ ろ さ き（４） 第１５８号 ２０１９年（平成３１年）４月１日

■取扱窓口及び問い合わせ先

①農業委員会農地係（市役所前川本館３階）☎４０−７１０４　　　　　

②農業委員会岩木分室（岩木庁舎１階）☎８２−３１１１内線６１１

③農業委員会相馬分室（相馬庁舎１階）☎８４−２１１１内線８０５

農地流動化情報
申出
区分

整理
番号

農地の所在
現況
地目

利用
状況

面積 希望価格 備考

売り
たい

956 石川字境沢４−１５ 畑 休耕 31.54a 交渉次第

貸借も可

958 高杉字山下５１５ 田 休耕 0.97a 交渉次第

959 高杉字山下７１７ 田 休耕 1.96a 交渉次第

961 高杉字岡田１７１ 田 休耕 1.88a 交渉次第

962
高杉字山下

３４２−１３３
畑 休耕 2.94a 交渉次第

963 中野字山下２７ 田 休耕 0.48a 交渉次第

964
兼平字長ケ沢

２４−５
畑 休耕 61.37a

総額　　
　６０万円

966
館後字館後

１３１−１
畑 休耕 7.74a 交渉次第

貸借も可

１０a当たり
５，０００円

967 国吉字坂本６５ 畑 休耕 2.56a 交渉次第

968
国吉字坂本

１２７−６
畑 休耕 2.63a 交渉次第

969
国吉字独活平

９１−１
畑 休耕 1.59a 交渉次第

貸し
たい

971
高野字オツカ沢

５−１外３筆
畑 休耕 36.99a 交渉次第

このほかの情報もありますのでお問い合わせください。

体 の 異 常 の 早 期 発 見 と 早 期 治 療 の た め 、 健 診 を 毎 年 受 け ま し ょ う 。
－ 開始時期が早くなるものがありますので、ご注意ください。－

有 料 広 告有 料 広 告

　　春は空気が乾燥し、山火事が発生しやすい季節です。

　山火事の原因は、たき火やたばこの不始末によるものが多

く、私たちの注意で防ぐことができます。

＝ 火を取り扱うときには、次のことを守るようにしてください ＝

①枯葉などがある火災の起きやすい場所では、たき火をしない。

②強風・乾燥注意報などが発令されているときは、火気の使用を

　控える。

③たばこの火は確実に消し、吸い殻の投げ捨てをしない。

農地の権利移動・転用等の申請締切は
毎月２７日（休日等の場合は前日）です。

　申請内容は、翌月の総会で審議され決定します。また、

書類がそろわないと受理できない場合がありますので、

申請は、お早めにお願いします。

■問い合わせ先　農業委員会農地係　☎４０－７１０４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山 火 事 に 注 意 !

平成３１年度 健診・ドックのお知らせ


